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愛知県持続性の高い農業生産方式導入指針について 

 

 平成１１年７月に環境と調和した持続的な農業の推進を図るため「持続性の高い農業生産方式の

導入の促進に関する法律」が制定された。これは、たい肥等を活用した土づくりと化学肥料及び化

学農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い農業生産方式」の導入の促進を図るものである。 

 県では、これまでも環境保全型農業を推進するため、啓発活動や技術の確立・普及に努めてきた

が、今後、一層の成果をあげるためには、確立された技術が組み合わされ、幅広く実践されること

が重要である。このため、同法律第３条に基づき、農業者が導入すべき「持続性の高い農業生産方

式」の具体的な内容を示したもの。 

 

導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容 

１ 共通事項 

持続性の高い農業

生産方式 

 有機質資材の施用による土壌改善技術、化学肥料低減技術、化学合成

農薬低減技術のすべてを用いて行われるものを「持続性の高い農業生産

方式」とする 

有機質資材の施用

による土壌改善技

術 

 たい肥等有機質資材の施用にあたっては、土壌診断を行い、別添の各

種有機質資材の施用基準を目安とし、原則として耕作直前に搬入し速や

かに土壌と混和する 

化学肥料低減技術  土壌診断を行い県の施肥基準に準じた適切な施肥を行うことを基本と

するが局所施肥、肥効調節型肥料の使用にあたっては、肥料成分利用効

率の向上を考慮して施肥量を低減する 

化学合成農薬低減

技術 

 県の農業病害虫防除の手引きに基づいて耕種的防除、物理的防除等を

併用する総合防除を行うことを基本とし、化学合成農薬使用回数を現状

の使用回数より低減する 

 

【参考】 

 エコファーマーの認定状況 

  土づくり、減化学肥料、減化学農薬栽培に取り組む農業者は、下図のように増加している。 

 
（「農業の動き 2006」より） 

 

 エコファーマー：「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」第４条

に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に

提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛称名。 
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内容の例 

 


